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地域支えあい推進部地域活動推進課

公益助成制度の見直し・改善について

公益助成制度の見直し・改善について以下のとおり検討状況について報告する。

１．目的

地域共生社会の実現を目指した公益活動団体の活性化による地域づくりの強化

２．経緯

平成１８年３月に、中野区区民公益活動の推進に関する条例を制定した後、平成１８年

度には、区民公益活動推進基金からの助成及び業務委託提案制度、平成１９年度には政策

助成制度を実施してきた。制度開始より１０年を経過し、中野区区民公益活動推進協議会

からの意見や公益助成制度を利用している団体からの相談事案の傾向などをもとに課題の

整理を行い、制度の見直し・改善を図ることとした。

３．公益助成制度の見直し・改善について

「地域づくり」に向けた戦略（別紙）

４．見直し・改善にむけた検討

令和５年度の実施に向け、中野区区民公益活動推進協議会の意見を聞きながら、申請基

準及び審査方法などについて検討を進める。

５．今後の予定

令和５年１～２月 中野区区民公益活動推進協議会からの意見聴取

令和５年３月 政策助成説明会にて事前説明

７月 チャレンジ基金制度説明会及びスタートアップ講座の開催

８月 申請相談及び受付開始

９月 プレゼンテーション、審査

１０月 交付決定



 「地域づくり」に向けた戦略 （団体活動の活性化）

公益活動団体
支援強化

活動

ヒト 情報

　＊基金助成制度の改善

　＊政策助成制度の見直し

　＊政策・基金助成交付事業の

　　 区民活動センター集会室無料利用　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（実施済）

　　　　

＊区民活動センターにおける団体支援の強化（相談対応）
＊中間支援組織(運営委員会・社協)による伴走的支援の強化
＊人材のマッチング（地域課題の解消、担い手の創出）

＊広い世代にリーチする広報
＊団体がチラシを簡単に投稿
＊団体間の交流・講座の開催
＊地域課題発見⇒全域の課題分析

２　相談しやすい体制

３　使いやすい広報媒体

１　活用しやすい制度・場所

「WEBアプリケーション」
の導入

区と
中間支援組織の連携

制度の見直し・改善令和５年度

公益助成制度の見直し・改善
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別紙



　　　自走期　成長期スタートアップ期

助成金名 ー
政策助成（ファースト

ステップ）
政策助成 基金助成 参考)業務委託

団体要件
＊実績
　1年未満

＊年度の途中に活動実績
　1年を迎える団体

＊実績1年以上、継続的か
　つ計画的な活動

＊実績1年以上、継続的か
　つ計画的に先駆性・創造
　性、発展性のある活動

＊区に業務を提案したい
＊実績1年以上、継続的か
　つ計画的な活動

時期 ４～6月募集・８月交付決定 ４～6月募集・８月交付決定 ４～6月募集・８月交付決定 ５～6月募集

助成額
(割合)

最大20万円(3分の2) 最大20万円(3分の2) 最大30万円(3分の2) 委託契約

助成金名 チャレンジ基金助成 政策助成（ファーストステップ廃止） 参考)業務委託

団体要件
＊活動実績問わず
（年度途中に活動実績１年を迎える団体
申請可）

＊実績1年以上、継続的かつ計画的な活動 変更なし

時期
7月スタートアップ講座・
８月募集・１０月交付決定

４月募集・６月交付決定 変更なし

助成額
(割合)

最大２0万円(10分の10) 最大20万円(３分の２) 変更なし

公益助成制度の見直し・改善

団体の状態に合わせた助成制度へ
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　✔申請書の簡略化

　✔対象経費の拡充

　　 ◎会員スタッフに対しての一定額の活動経費を対象とする

　　 ◎会員スタッフに対してのボランティア保険を対象とする

政策助成の変更ポイント

公益助成制度の見直し・改善

3



　✔通称を「チャレンジ基金助成」に変更　　　

　✔スタートアップ期の活動をめざす団体を支援

　✔上限額　３０万円　→　２０万円に変更

　✔助成割合　２／３　→　１０／１０に変更

　✔対象経費を政策助成と合わせて拡充

　✔助成回数　最大３回　→　２回に変更

　　（チャレンジ基金助成から政策助成につなげる）

基金助成の変更ポイント

公益助成制度の見直し・改善
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　 現状 　 変更後

通称　 基金助成 　 チャレンジ基金助成

目的 先駆性・創造性、発展性のある活動　　　
について助成

　 　チャレンジしてみたい活動　　　　　　　　　　　　　　
かつ今後、発展性、持続性につなげていく助成

要綱 中野区区民公益活動推進基金からの　　　
助成に関する要綱

　 中野区区民公益活動推進基金からの助成に関する要綱

団体要件

●区民が自主的に組織する非営利の団体
●区民を対象とした公益活動の実績が原則
　として１年以上あり、継続的かつ計画的
　に活動を行っていること

　

●区民が自主的に組織する非営利の団体
●活動実績は問わない（実績１年以上の条件撤廃）
●政策助成(1回以上)･基金助成(2回以上)の助成を受けてい
ないこと

対象
区内で活動を行う団体
（政策助成と同じ条件）

　

区内で活動をめざす団体

（若者団体、地域デビュー団体、サークル等で地域のため
に活動したいと考えた団体、その他区の事業等がきっかけ
で結成された団体等）

財源 区民公益活動推進基金 　 区民公益活動推進基金

時期

・３月上旬　説明会

・３月　　　申請書作成相談
・４～６月　募集受付
・７月　区民公益活動推進協議会において
　　　「書類＋プレゼンテーション審査」
・８月　　　交付決定

　

・３月上旬　政策助成説明会で予告
・７月下旬　説明会・スタートアップ講座の開催
・８月　　　申請書作成相談受付
・８月中旬～９月上旬　募集受付
・９月　　　区民公益活動推進協議会において

　　　　　　「書類＋プレゼンテーション審査」
・１０月　　交付決定

助成回数上限 同じ事業は３回まで 　 最大２回まで
対象経費 政策助成と同様 政策助成と同様に変更
助成額 最大３０万円 　 最大２０万円
助成割合 ３分の２ 　 １０分の１０
審査方法 書類＋プレゼンテーション 　 書類＋プレゼンテーション

審査 区民公益活動推進協議会 　 区民公益活動推進協議会

公益助成制度の見直し・改善


